
議案第８２号 

専決処分の承認を求めることについて 

令和４年度白岡市一般会計補正予算（第８号）について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決

処分したので、その承認を求める。 

 

令和４年１１月２４日 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

提 案 理 由 

令和元年（行ウ）第６１号道路位置指定処分不存在確認等請求事件の判

決に対する控訴が令和４年６月１５日付けで提起され、当該控訴状を令和

４年９月２７日に収受したことに伴い、緊急に補正予算を編成する必要が

生じ、令和４年９月２８日に令和４年度白岡市一般会計補正予算（第８号）

を専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案

を提出するものである。 

 





別紙 

専 決 処 分 書 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により、専決処分する。 

令和４年度白岡市一般会計補正予算（第８号）（別紙） 

 

令和４年９月２８日 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 





別紙 

 

令和４年度白岡市一般会計補正予算（第８号） 

令和４度白岡市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,312 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ 17,468,546 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

－1－



－2－



－3－



（単位：千円）

款

２　総　務　費 １ 総 務 管 理 費

第２表　繰越明許費補正

訴訟関係事業 2,390

金　　　　　　　額事　　　　　　　業　　　　　　　名項

（追加）
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令 和 ４ 年 度 

 

 

白岡市一般会計補正予算（第８号）に関する説明書 
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